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「働き方改革」について

（一社）日本環境測定分析協会
副会長・関西支部長　上東　浩

【巻頭言】

　副会長の上東（かみひがし）です。5月21日の通常社員
総会において，環境管理センターの清水さんと一緒に新
任で副会長を務めさせていただくことになりました。
　一年前に関西支部長を拝命し，あっという間でした
が，今度は，「副会長」という新しい視座で協会並びに業
界活動に携わることになりました。
　昨年，関西支部長が京都から初めてであれば，当然の
ように副会長も京都から初めてということで，身の引き
締まる思いです。
　さて，表題にも掲げております「働き方改革」ですが，
2019年4月1日から「働き方改革関連法」が順次施行さ
れ，会員の皆様も対応に追われているところも多いと思
います。
　因みに，働き方改革関連法案とは，2018年6月29日に
国会で成立した，以下の法改正の総称です。
　  労働基準法改正
　  労働安全衛生法改正
　  パートタイム労働法改正
　  労働契約法改正
　  労働者派遣法改正
　労働者の健康を重視して労働時間削減を進め，また，
正社員と非正規社員の不合理な待遇格差の解消を目指す
内容になっています。
　働き方改革関連法の主なポイントは，
　①　時間外労働の上限規制（罰則付き）
　②　労働時間の客観的状況の把握
　③　有休取得5日の義務化
　④　勤務間インターバル制度（労働時間等設定改善法）
　⑤ 　同一労働同一賃金（短時間労働者及び有期雇用労

働者の雇用管理の改善等に関する法律）
　⑥　高度プロフェッショナル制度の創設
　でしょうか。但し，現状の業界的には，⑥の高度プロ
フェッショナル制度の創設に当てはまるケースは少ない
かと思われますが，いずれは，この制度が幅広く使える

給与水準にしたいものですね。
　その他では，「中小企業の月60時間を超える時間外労
働の割増率が50％に変更」，「従業員の心身の状態に関
する情報について取扱規程を定めることが義務付け」な
どが留意点です。
　現在，日環協でも当該関連法に係る規程類の見直しを
進めています。
　様々な契約形態にある協会職員の方々の労働時間（特
に残業時間），休日出勤，有休取得等の実態を精査し，
社会保険労務士の先生のアドバイスも受けつつ，併行し
て現行の契約及び規程類について課題の抽出をして，見
直し案を策定しています。
　今回の見直し作業の過程で，日環協においては，a）労
働時間の正確な把握，特に残業時間，休日出勤と代休処
理並びにその対価処理，b）有休取得5日の義務化への対
応が，優先課題として顕在化してきました。
　また，制度の見直しと並行して，職員の方々の残業時
間低減も必要との判断に至り，例えば，委員会の資料作
成並びに議事録等の簡略化等も必要と考えますし，その
ためには，ボランティアで活動いただいている委員の
方々の更なるご協力も不可欠となります。何卒，ご理解
の程宜しくお願いいたします。
　日環協は，当然，業界の縮図という一面も持ってお
り，今回の働き方改革をきっかけに更に踏み込んだ経営
理念を基に，会員の皆様と共に，特に現役世代にとり，
より良い業界とすべく活動して行かねばなりません。
　I C T，I o T，A I，R P A（R o b o t i c  P r o c e s s 
Automation），EDD（電子納品）等の活用による効率
化・省力化並びに働き方の多様化（テレワーク，ギグ・
エコノミー等）による人材活用など，この業界も経営層
のパラダイムシフトも必要かもしれません。
　新米の副会長として，業界の地位向上並びに活性化を
図り，若い世代にとっても魅力ある業界に変えるために
微力ながら尽力して参りたいと思います。
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相模湾沿岸に漂着したマイクロプラスチックの実態調査

神奈川県環境科学センター
坂本広美，三島聡子，長谷部勇太，菊池宏海，難波あゆみ，池貝隆宏*

（*現：神奈川県湘南地域県政総合センター）

【技術報文】

1．はじめに
　本年6月に開催されたG20大阪サミットを契機とし，
海洋プラスチックごみの問題は「解決しなければならな
い課題」という認識で，世界的に注目されている。この
問題には，製品そのものに近いマクロプラスチックに関
するものと，サイズが小さいマイクロプラスチック

（MP）による汚染の問題が含まれている。海洋中のMP
の存在については，比較的早い時期から確認されてお
り，特にプラスチック原料の1種であるレジンペレット
に関しては，2000年頃からプラスチックごみの問題で
あるとともに，これらが媒体となり，海中に広く薄く存
在する残留性有機汚染物質（POPs）を吸着・濃縮後，遠
隔地へ拡散させることが明らかになっている1,2）。また，
海洋生物がMPを実際に摂食している事例も複数確認さ
れており3,4），海洋生態系に対する影響も懸念されている。
　MPは，国連海洋汚染専門家会議（GESAMP）におい
て，「5 mm以下のプラスチック」と定義されており，上
述のレジンペレットあるいは化粧品等に含まれるマイク
ロビーズなど，もとから小さいものについては一次
MP，プラスチック製品が破砕されて細かくなったもの
については，二次MPと呼んで区別されている。いずれ
にしても，これらMPの海洋中存在量は約5兆個とも推
計されており，特に日本近海には，非常に高濃度で存在
するとの指摘がある5）。しかしながら，沿岸，特に相模
湾における漂着状況については，明確になっていない。
そこで，今回相模湾におけるMPの漂着状況について，
実態調査を行ったので，その結果を報告する。
2．調査方法6）

2.1　試料採取地点の設定
　それぞれの海岸における漂着状況を比較するために
は，海岸ごとにばらつきの少ない採取地点を設定する必
要がある。そこで，まず初めに試料採取場所の選定につ
いて検討した。海岸ペレットの漂着量調査7）では，満潮
線上にペレットが多く集積している場所を選定している
ため，これを「最大ベース」の調査とした。一方，満潮線
及びその上流側の潮上帯を等分したものを，「平均ベー
ス」の調査とし，両者の比較を行った。

　本調査は，①横須賀市久里浜，②藤沢市鵠沼及び
③平塚市唐ケ原の海岸で実施した。平均ベースの調査
を2016年9月に①及び③で実施したが，③ではMPが
ほとんど採取出来なかったため，最大ベースの調査は，
2017年5月9日に②で，5月25日に①で実施した。
2.2　採取方法
　漂着したMPは，通常海岸の砂の表面に存在するた
め，採取地点に方形区画を設定し，区画内の砂を表面か
ら約3 cm削り取り，MP分離用の砂試料とした。分離
工程の作業量を勘案し，砂の体積を5,000 cm3程度とす
るため，区画の一辺を40 cmとした。採取時には，その
場で4.75 mmメッシュを用いてふるい分けをした。ふ
るい分けした試料は実験室へ持ち帰り，砂の水分が多い
場合には，無人の実験室でろ紙に広げて風乾した。乾燥
させた砂試料は体積及び重量を計測した。
2.3　分離方法
　砂試料からのMPの分離は，水による比重分離，ふる
い分け及び目視選別を組みあわせて行った。採取方法と
合わせて，一連の手順を図1に示した。この方法では，
水より比重が小さいMPしか分離できないこと，また最
終的には目視判断となるため，100 μm程度より小さい
MPの採取は困難である。
2.4　材質判別方法
　分離したMPは，OLYMPUS製実体顕微鏡SZ61を使
用し，1個ずつ鏡検して色と形状を分類し，径として長
軸長さを計測した。なお，形状はペレット（円盤），ペ
レット（円筒），球，角，棒，板，繊維，フィルム，
フォーム，不定形の10種に区分した。サイズを測定し
たMPは，赤外吸収スペクトルにより，材質判別を行っ
た。測定は，フーリエ変換赤外分光光度計（FT/IR 
4600；日本分光（株）製）TGS検出器を用いた全反射測定
法（ATR法）を用いて行い，サイズが小さいMPの場合
には，同装置に赤外顕微鏡（Irtronμ IRT-1000, MCT
検出器付き）を装着した顕微反射法を併用した。
2.5　MP漂着量の調査地点及び調査時期8）

　プラスチックごみの細片化への工程は，主に砂浜上で
進行すると報告されているため9），本調査では砂浜海岸
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を対象として，調査地点を選定した。相模湾は三浦半島
の城ヶ島から真鶴岬まで約80 kmの海岸線がある。その
砂浜海岸の中から，地点間の距離及び近傍の流入河川の
位置を考慮に入れ，逗子海岸（逗子市），鵠沼海岸（藤沢
市），高浜台海岸（平塚市），山王網一色海岸（小田原市）
の4地点と，比較参照のため，東京湾の久里浜海岸（横
須賀市）を選定した（図2）。相模湾では，黒潮分派流の
一部が三浦半島の西岸を反時計回りに回るため10），その
影響を考慮して，試料採取地点は近傍の流入河川の右岸
側に設定した。
　調査は，2017年5月～2018年5月に観光客の影響のな
い春，秋及び冬の計4期実施した（表1）。秋期の調査で
は，年間最大と考えられる漂着状況を把握するため，

2017年に台風18号が上陸し，関東地方に最も接近した
日（9月18日）の4日後に行った。採取日は，海岸清掃が
行われる前であるため，台風による漂着の状態を十分に
現していると考えられた。これ以外の採取日は，前10
日間に平均風速10 m/s超え，時間雨量10 mm超えの強
風または強雨がない日を選択した。
3．結果及び考察
3.1　最大ベースと平均ベースにおける採取状況
　両方の有効データがある久里浜海岸において，満潮線
3地点のデータからMP総数の変動係数を求めると，平
均ベースでは93 %であったのに対し，最大ベースでは，
17 %であった。MPは，満潮線上に均質に存在するとは
限らないため，平均ベースの方がMP偏在の影響を大き
く受けるものと考えられた。このことから，海岸ごとの
比較を行う場合には，ばらつきの少ない最大ベースの調
査を行う方が適していると判断した。
3.2　採取点数の比較
　試料採取点数を確認するため，最大ベースの測定結果
から，3地点混合，任意の2地点混合及び1地点単独の各
ケースにおけるMP総数に対する粒径別比率を算出し
た。その結果，3地点混合と任意の2地点混合の粒径別
比率は，統計的にみてほぼ同じと見なすことが出来たた
め，2地点以上の採取点の平均を求めることにより，ば
らつきの少ない測定結果が得られることが明らかになっ
た。

図1　MP分離分析手順

図2　調査地点図

表1　調査地点一覧
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3.3　大量漂着を除外した各海岸の漂着状況
　各海岸において，代表性のあるMP漂着状況を比較す
るため，まず，特異的な大量漂着の結果と思われるもの
について検討した。これ以外にも，従前から報告されて
いる樹脂ペレットの漏出は，依然として定常的に続いて
いることも明らかになった。
3.3.1　微小ポリスチレン（PS）球
　粒径が0.8～1.5 mm程度のPS球（図3）の漂着が，逗子
を除く4地点で確認された。その形状から，発生源とし
て考えられたものは，ビーズクッションの封入材（図4）
であり，製造工程からの漏出ではなく，製品の廃棄時に
封入材が環境中へ漏出し，河川や雨水側溝を通じて海岸
に到達した一次MPと推定された。調査期間におけるPS
球の漂着状況を図5に示す。山王網一色及び久里浜で
は，’17年春の調査時に，PS球が大量に漂着しているこ
とが確認されたが，’18年春には大幅に減少し，山王網
一色では前年のわずか9 %，久里浜では6 %となった。
一方，鵠沼では’18年春には前年同時期の約7倍に増加し
た。これらのケースでは，全MPに占めるPS球の比が，
他の時期と比べて特異的に高かった。これらの特徴よ

り，PS球の漂着は，不定期に発生する封入材漏出の影
響を強く受けることが推測され，漏出後に一時的に漂着
量が増大するが，次第に沖合に流出するため漂着量が減
少するものと考えられた。PS球はサイズが小さいため，
潮汐の影響から早期に逃れ，沖合へ運ばれたものと考え
られた。
　高浜台では，全期間を通じて全MPに占めるPS球の比
がほぼ一定していた。’17年秋には漂着量が増加したが，
これは台風直後で全MPの漂着量が増えたためと考えら
れた。
3.3.2　中空球状MP
　’18年春の山王網一色において，図6に示す中空球状
MPの大量漂着が確認された。材質は，エチレン酢酸ビ
ニル共重合体（EVA）またはポリエーテルウレタン

（Polyurethane）のいずれかであった。ほとんどがつぶ
れたボール状の形状であったが，一部球状を保持してい
たものが残っていたため，一次MPに判別した。県農業
技術センターの協力により，被覆肥料の被膜殻と確認し
た。

図4　ビーズクッションの封入材 図5　微小PS球の漂着特性

図3　山王網一色海岸で採取した微小PS球
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　この被膜殻の’17年春の調査における5地点の漂着状況
を図7に示す。高浜台でも漂着は確認されたが，その量
は山王網一色のわずか2 %であった。逗子と久里浜では
漂着が確認されなかった。EVAの比率は，山王網一色
が54 %，高浜台が45 %であった。県農業技術センター
によれば，樹脂系被覆肥料は野菜栽培にも使用される
が，県内では水稲栽培での使用が大部分とされている。
’18年の施肥のタイミングは，試料採取日より後であっ
たため，今回漂着したMPは，前年に施肥したものが代
掻きの作業で流出したものと考えられた。また，近傍の
河川及び相模湾内の西向きの沿岸流から考えると，山王
網一色は酒匂川，高浜台は相模川から流出したものが漂
着したと推察された。
　被覆肥料のコーティング材料には，ポリオレフィン系
樹脂，アルキド樹脂，ウレタン樹脂などが使用されてお
り，生物分解性あるいは光崩壊性を促進する加工によ
り，肥料溶出が制御されるような設計がなされている11）。
今回の結果では，少なくとも1年程度は，被膜材の劣化
が進行せず，ほぼ元の形状のまま環境中に残留するもの
と考えられた。
　県内流域市町村の水田面積を比較すると，酒匂川流域
が12.1 km2なのに対し，相模川流域は27.9 km2であり12），
単純に水田面積を比べると，相模川流域の方が約2倍多
かった。このため，漂着量の差は樹脂系被覆肥料の使用
量の地域差によるものと推測された。県内の水稲用被覆
肥料の出荷量について，県の関係部局を通じて調べたと
ころ，酒匂川流域を所管するJAかながわ西湘への出荷
量が，’16年度で133.58 kg（全県分350.98 kg）であり，
県内の出荷先JAの中で最も多かったことから，現在の
主な発生源は，酒匂川流域の水田であると推測された。

　以上のことから，樹脂系被覆肥料の被膜殻である中空
球状MPの漂着は，時期的・地域的に偏りがあることが
明らかになった。
3.3.3　大量漂着を除外した漂着状況の季節変動
　各海岸における代表性のあるMP漂着状況として，前
述の特異的な漂着量を除外して算出することにした。除
外対象とするのは，⑴大量漂着の影響によるPS球の増
加分，⑵樹脂系被覆肥料由来の中空球状MPの全漂着分
である。PS球の漂着量は，散発的に発生する封入材の
漏出に伴う大量漂着の発生に伴って変動すると考えられ
た。図5に示した大量漂着の影響がなくなった後と考え
られる漂着量は，全部で10ケースあり，全MPに対する
比の最小値は，’18年冬の鵠沼の0.02，最大値は’18年春
の山王網一色の0.15であり，平均値は0.07となった。こ
のことから，⑴については，全MPに対する比が0.07を
超える分を大量漂着によるものとみなし，これに該当す
る’17年春の久里浜，山王網一色及び’18年春の鵠沼の3
ケースについては，大量漂着による増加分を除外した。
　大量漂着分を除外した海岸ごとの漂着状況を図8に示
した。4期すべての調査を行った高浜台と鵠沼のデータ
を見ると，全漂着量は秋に増加・冬に減少・春に再び増
加というN字型の変動パターンを示した。
　河川で実施している公共用水域水質測定における調査
月の流量測定値は，鵠沼近傍の引地川，高浜台近傍の相
模川及び山王網一色近傍の酒匂川のいずれにおいても，
流量は異なるものの，春期と冬期で顕著な差は見られな
かった。また，アメダスによる辻堂と小田原における調
査実施月の日平均風速データを比べたところ，辻堂と小
田原において，春期と冬期では顕著な差がみられなかっ
た。つまり，漂着したMPが風によって除去されたとし

図6　山王網一色海岸で採取した中空球状MP 図7　2017年春期の中空球状MPの漂着状況
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ても，その影響は春期と冬期で同程度と推測された。一
方，最多風向を比べると，南東～南西風の頻度は，春期
が辻堂で71 ％，小田原で48 %，冬期が辻堂で16 %，
小田原で3 %であり，鵠沼，高浜台及び山王網一色の3
海岸では，沖合に漂流するMPが陸域近傍へ輸送される
南寄りの風向は，いずれの観測点とも春期が卓越してい
た。北東～北西風の頻度は，春期が辻堂で29 %，小田
原で32 %，冬期が辻堂で77 %，小田原で45 %であり，
陸域近傍に漂流するMPを沖合へ運び去る北寄りの風向
は，いずれの観測点とも冬期が卓越していた。これらを
総合すると，東西に延びる海岸線を有する相模湾沿岸に
おいては，季節風の影響により，冬期は春期より陸域近
傍に漂流するMPの密度が低いと推測され，結果として
冬期の漂着量が減少した可能性が考えられた。’17年秋
の漂着量は，’17年春の3倍に増加しているが，これは前
述のように台風の影響によるものである。つまり，降雨
により陸域からの出水が増加すれば，漂着量も増加する

ことを意味していると考えられ，台風の影響を除外した
としても，出水期である秋期の漂着量は，春期より増え
るものと推測された。
　一方，材質構成は4期を通じてあまり大きな変化は見
られなかった。つまり，発生源の種類や構成が大きく変
化しなければ，結果として漂着MPの材質構成も比較的
長期間にわたり大きく変動しないものと推察された。材
質別では，生産量が最も多いPE及びポリプロピレン

（PP）の2大樹脂に加えてPSが大部分を占めていた。樹
脂生産量が比較的多い塩化ビニル及びPET樹脂につい
ては，比重が水より重いため，今回はほとんど検出され
なかった。 
　以上の季節変動を考慮すると，同一地点における一年
を通じた代表的な漂着状況には，北寄りの風の影響が少
なくなり，降水量が増加し始める梅雨入り前の春期の
データを用いることが適当と考えられた。

図8　各海岸の代表的なMP漂着状況
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3.3.4　各海岸の代表的な漂着状況
　前項の検討結果から，沿岸のMPの実態を把握するた
めの代表性のある漂着状況として，非定常排出を除外し
た春期2期分の平均を用いることが適当と考えられた。
各海岸の代表的な漂着状況として，これを求めた結果を
図9に示す。
　漂着状況の特徴は，以下の3つに分類された。すなわ
ち，①PEとPPの漂着が多い「高浜台」と「鵠沼」，②PS
の漂着が大部分を占める「山王網一色」と「久里浜」及び
③漂着量が少なく，PSの比率が低い「逗子」である。
　東アジアの海域に漂流するMPは，黄海や東シナ海が
起源であり，これが海流により日本近海に輸送されると
いわれている13）。本研究で採取したMPも海流により外
洋から輸送されたものが多いとすれば，黒潮の影響を直
接受ける相模湾の4地点ではMPの漂着状況は類似する

と推測される。県水産技術センターの観測によれば，調
査を行った’17年5月，9月，’18年1～2月は伊豆諸島北部
から相模湾にかけて冷水域があり，平年に比べて黒潮系
の海流の相模湾への流入は少なく，相模湾への黒潮の影
響は平年より弱かった。したがって，海岸による漂着状
況の違いは，黒潮によって湾内に流入する外洋由来の
MPより，内陸から湾内に流出したMP，すなわち内陸
の発生源の違いが大きく影響していると考えられた。
　相模湾の東部の三浦半島側では大陸棚が発達してお
り，西部に比べて海底が浅く海底構造が異なる。このた
め，前述のとおり相模湾の潮流は反時計回りが主体であ
るが10），東部では逆向きの流れに変わることも知られて
いる14）。今回，逗子においてMPがほとんど確認できな
かった原因の一つが，この潮流の違いではないかと推測
された。

図9　各海岸の代表的なMP漂着状況
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4．まとめ
　相模湾を対象として，沿岸のMP漂着状況を把握する
ため，まず初めに調査手法を検討した。その結果，漂着
物が多い満潮線上において，2点以上を選択し，その地
点で40 cm四方の方形区画内の砂を採取してMPを分離
し，その平均値を出すことで，海岸別の代表性がある
データとして採用可能であることが明らかになった。
　次に，この調査手法を用いて，相模湾の4地点及び対
照として東京湾の1地点において，4期にわたり調査を
行ったところ，以前から報告されている樹脂ペレット以
外にも，PS製のビーズあるいは樹脂製被覆肥料殻など，
いくつかの特徴的なMPの漂着を確認した。
　さらに，これらの一時的な大量漂着を除いて，海岸ご
との漂着量の比較を行ったところ，相模湾では春期に漂
着量が増えること，海岸ごとに漂着特性が異なり，3つ
のパターンがあることが確認された。
　今回の結果から，相模湾に漂着するMPは，主に内陸
由来であることが明らかになった。今後は，河川及び路
上における実態調査を積み重ね，発生源対策につなげて
行きたい。
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